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制  定 平成１８年 ４月２０日 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、高知工業高等専門学校環境マネジメント室規則第５条の規定に基づ 

 き、 高知工業高等専門学校環境マネジメントシステムの運用ついて、必要な事項を定

めるものとする。 

 

 （環境マネジメントシステム運用体制及び役割と責任） 

第２条 環境マネジメントシステム運用体制及び役割と責任は、別表第１及び別表第２の

定めるところによるものとする。 

 

  附 則 

この規則は、平成１８年４月２０日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

   附 則 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 
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